
資料１ 

強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（２） 

～「ポストＦＡ１１」における特許の質の向上をめざして～ 

 
１．前回（第３５回）の特許制度小委員会における意見の概要 

 
（１）現状の課題について 

 
前回の特許制度小委員会では、現状の課題の分析について、特許付与前の情

報提供の機会が喪失しているだけではなく、２００３年の法改正において特許

付与後の異議申立制度の機能を特許無効審判で吸収しきれていないことが指摘

された。また、特許の質の低下への懸念と、当該観点からは、第三者による権

利の見直しの機能が必要ではないかとの指摘もなされた。 
 
①２００３年の法改正について 

 
＜予定していた改正の効果が得られていないのではないかとの指摘＞ 
・ 異議申立制度の廃止が無効審判にうまく移行していれば、無効審判はもっと

多くなるはずであるが、実際にはほとんど増えていない。無効審判と異議申

立制度を一本化したときに期待された変化は起きていないのではないか。

（同旨複数） 
・ 無効審判が増えなかったのは、企業側から見れば当然。異議申立は、使いや

すく、差し当たり利害関係はないが、将来の技術の自由度を確保したい場合

に多く利用されていた。無効審判は、本当に問題が起きたときにやれば良く、

また、１０４条の３による対抗手段もあり、件数が減ってきたと思う。 

 
②法的安定性について 

 
＜法的安定性を害してまで制度改正が必要な状況変化はないとの指摘＞ 
・ 付与後異議制度を廃止して１０年足らずの間で、特許制度をめぐる状況に著

しい変化が特にあったとは認識していない。法的安定性の見地からは、付与

前異議制度を廃止して付与後異議制度を設け、それを廃止し、さらに復活さ

せるということを２０年足らずの間に転々と行う必要性やそれを行わなけ

れば現在直面している特許制度の状況を解決できない必然的な理由はない。 
 
＜状況変化に応じて柔軟に制度改正をすべきとの指摘＞ 
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・ 法改正当時と事情が変わった点があれば、再度改正することもやむを得ない。

公衆審査により強く安定した権利を設定することは重要であり、今回の改正

の方向性には賛成。 
・ 法的安定性は重要だと思うが、アンケート結果やグローバルな激しい競争の

中でより強い特許を求める企業の目線等、ユーザーサイドに立って考えると、

制度を柔軟に改めることは当然。国際的調和とユーザー目線の、二つのキー

ワードの下でより良い制度に改めていくことは賛成。 
 
③問題の所在について 

 
＜情報提供の機会の喪失だけの問題ではないとの指摘＞ 
・ 情報提供の機会がないことが問題ならば、機会をつくれば良いということに

なるが、そこから異議申立が必要かという話になると、少し質の違うことが

一緒に議論されているように感じる。議論の前提となる課題認識をどう置く

かにより、大分方向性が変わるのではないか。 

・ 審査が早くなったことだけが理由であれば、早期公開や、公開前に登録にな

ったもののみを対象にレビューする案となるのだろうが、実務的な感覚とし

てはそうではないと感じる。 
 
＜無効化資料の抱え込みに関する指摘＞ 
・ 異議申立制度がなくなってから、企業は無効化資料を持っていても情報提供

せずに、将来の紛争に備えて手持ちにする、個別交渉でやろう、という傾向

が高まってきた。この手持ちの資料をどうやって出させるかということが鍵

になる。手続的に複雑で、コストがかかる、匿名性を否定するといった制度

設計をすると、誰もその制度を利用しないだろう。 

・ 無効審判があまり増えなかった理由が、手元に無効理由の文献をおいて、実

際に問題になったときに出せばいいということであると、仮に付与後異議の

制度を採っても、第三者同士は互いに競争相手であり、権利をつぶすことが

必ずしも利益にならないため、利用件数があまり増えない可能性がある。 

 
＜特許の質の低下に対する懸念とその対応策の必要性に関する指摘＞ 

・ 公衆チェック、公益保護の観点で不十分なため、本来権利化されるべきでな

い特許が一定程度存在し、タイムリーな事業展開への制約や無用な紛争が起

こる温床となっているのではないか。 
・ 特許性のないものが特許されるようになってきたと認識。異議申立制度は、

審査の質についての早期のフィードバックのシステムで、審査の質を恒常的
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に高めるための制度である。情報提供だけに焦点を当てるのではなくて、審

査の質を高めていくために何が必要かという観点からも議論する必要があ

り、特許付与後の異議申立制度が果たすべき役割があるのではないか。 
・ 審査が早くなってきた一方、審査結果や権利の信頼性はどうなのか、という

疑問に対して、付与後に一定の見直しの機会を保証することが必要である。 
 
（２）制度案について 

 
 Ａ案（Ａ－１案）、又はＣ案（Ｃ－２案、Ｃ－３案）について、賛成する意見

が出され、それぞれに対する反対意見も出された。 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ－１ 審査請求と同時に出願を早期に公開する。 
・・・ 
Ｃ－２ 付与後レビュー制度（従前の付与後異議申立制度に類似）を設ける。

Ｃ－３ 出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたも

のを対象に、付与後レビュー制度を設ける。 

① Ａ案について 
＜賛成＞ 
・ 出願公開を早めることにより情報提供の機会を増やすことがよい。審査請

求すると同時に出願公開し、審査の開始にできるだけ近いところで一般公

衆に特許出願の内容を開示して、情報提供ができるようにし、それを活用

して審査官がより適切な審査をすることが、制度的には一番収まりがよい。 

・ Ａ－１案の、公開前特許といった、情報提供できないようなものを解消す

るか、Ｃ－２案の付与後異議申立の方向で検討することがいい。 

 
＜反対＞ 
・ ＦＡ１１のように、審査が非常に早くなっていることに、Ａ案で対応でき

るのか。 
・ 情報提供では公開されたもの全てが対象になるので、捕捉が大変である。 

 
② Ｃ案について 
＜賛成＞ 
・ アンケート結果や他国の制度の状況を見ても、付与後の異議制度を設けるこ

とが現段階では最もふさわしい。Ｃ－２案かＣ－３案について、国際的な潮

流も見ながら考えていくのではないか。２００３年の法改正のときに指摘さ
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れた問題の対応策を考えることにより、全く同じかどうかは別として、制度

を復活することを考えてもいいのではないか。その際には、無効審判制度と

の意義・性質づけの切り分けを整理した上で導入してほしい。 
・ 安定的な権利をもたらすためにＣ案の付与後異議の方向で努力をすべきで

はないか。 
・ 公衆チェック、公益保護の観点で不十分なため、本来権利化されるべきでな

い特許が一定程度存在し、タイムリーな事業展開への制約や無用な紛争が起

こる温床となっているのではないか（以上前掲）。そこで、付与後異議申立

制度に相当又は類似する制度を新たに検討することは賛成である。 
・ Ｃ－２案、すなわち、審査のスピードが上がってきた一方、審査結果や権利

の信頼性はどうなのか、といった疑問に対して、必ずしも制度の復活ではな

くて、付与後に一定の見直しの機会を保証することが必要。 
・ 付与後レビューを導入する米国等の諸外国の動きから考えて、日本も企業側

が求めている制度に変えていくことは妥当。より運用しやすい形にするため、

また、企業、ユーザーサイドに混乱を招かないようにするためにはどうある

べきなのか、という視点は大事である。Ｃ－２案又はＣ－３案のように限定

的にやることのメリット、デメリットもしっかり考えていくべき。 
・ 大学の知的財産本部等は予算やパワーの面で、無効審判まで持っていくこと

は難しい。特許の質を高めるという意味では異議申立制度に近いものができ

ると、大学は手を挙げやすい。 
 
＜反対＞ 
・ 紛争の一回的解決の視点からは、付与後異議制度を簡単に復活するわけには

いかない。 
・ 審査の質を高めることは重要だ、だから付与後異議制度が必要だ、という相

当因果関係は本当にそうなのだろうか。審査の質の向上ならば、他に考える

べきことがあるのではないか。 

 
 
２．２００３年法改正時に期待された効果と現状について 

 
（１）無効審判の利用状況 
 ２００３年の法改正後において、特許付与後の異議申立制度の機能を吸収す

ることが期待されていた無効審判は、件数的にみると１００件程度の増加にと

どまり、その後利用件数は再び減少している。なお、もうひとつの代替策とし

て新たに設けられた特許後の情報提供制度についても、利用件数は年１００件
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未満と伸びていない。 
特許権の設定登録から１年の間に特許無効審判が請求された件数を法改正の

前後で比較すると、法改正前の２００１年に比べ、法改正後の２００４年は２

倍以上に増えたものの、２０１１年には減少している（図１参照）。２００３年

の法改正の直後は、特許異議の申立の代わりに、特許無効審判が請求されたも

のがあったが、その後、前回（第３５回）の特許制度小委員会で指摘されたよ

うに、特許付与後の異議申立制度に対するニーズを特許無効審判では十分に吸

収できないことが明らかになってきていると考えられる。 

 5



資料１ 

【図１】特許無効審判の請求時期（特許権の設定登録からの経過年数） 
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（２）無効化資料の抱え込みについて 
 
また、我が国企業において、将来の紛争に備えて、他社の特許を無効化し得

る資料を集めて自社内に抱え込む、といった行動をとるようになってきたこと

が、アンケート1の結果から明らかになり（図２、３参照）、記述式の回答例か

らは、さらにライセンス交渉の態様にも変化が現れていることが読み取れる。 

                                                 

 
【図２】特許後の情報提供の利用頻度 
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ａ 積極的に利用している 1 0
ｂ 積極的とまでは言えないが、利用している 22 5%
ｃ 消極的であり、ほとんど利用していない 114 25%
ｄ 利用していない 311 69%

無回答 3 1
451 100%回答者の数

%

%

【図３】特許後の情報提供を利用していない又は利用に消極的な理由 
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ａ 調査コストが高い 28 7%
ｂ 手続きの負担が大きい 57 13%
ｃ 情報提供をしても、有効性判断の手続きが必ずしも開始

される訳ではないため、無駄となる可能性がある
286 67%

ｄ 情報提供するのではなく、後日の特許権者との交渉・紛
争に備えての資料とする

282 66%

ｅ 当該特許に関心があることが分かってしまうため 221 52%
ｘ その他 33 8%

無回答 5 1
425 100%回答者の数　（複数回答可のため、総計は100%を超える）

%

 
 （記述式回答例） 
・ 無効資料を隠し持っていて、警告や訴訟があったら、使えばよいと考える

企業が多くなり、そのため、従来技術を含む、広いクレームの特許が多く

存在していると思う。 
 

1 平成２４年度産業財産権制度問題調査研究「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査

研究」（一般財団法人知的財産研究所）において、平成２４年６月２９日～７月２７日、国

内１,０７１者（特許出願件数の上位者、特許無効審判事件又は従前の特許付与後の異議申

立事件の当事者等が対象）に対して、郵送によるアンケートが実施された。回答数は４８

５（企業等：４５１者、法律・特許事務所：３４者）、回答率は４５％であった。（第３

５回特許制度小委員会 資料１の第１１～２０頁参照。） 

 7



資料１ 

・ 異議申立制度が無くなった現在、水面下の交渉が多くなったように感じる。

無効資料を保持しつつ、それを基に無償のライセンスを受けるかわりに、

無効審判を提起しないで権利を温存させておく、という手法が増えている。 
 
 しかしながら、他者の特許を無効化し得る資料を集めて自ら抱え込むことは、

企業等のとり得る戦略の一つである一方、公益的観点からは好ましい状況では

ないと考えられる。企業のコンプライアンスに対する意識も高まっている中、

こうした状況を改善することが必要ではないか。 
 
（アンケートの記述式回答例） 
・ 第三者の特許への対応として無効資料を調査し保持しているが、権利は維

持されたままであり、事業者としては、このような状況が好ましいとは思

えない。 
・ 一旦瑕疵ある権利が成立すると、消滅させるためには無効審判しかなく、

有効なものとして扱わざるを得ない。このため、実施するうえで、反証・

証拠を収集する負担が増え、形式的には特許権を侵害しつつ実施するなど

コンプライアンス上も問題を意識するようになっている。 
 
 
３．特許の質の低下への懸念とその対策の必要性について 

 
 前回の特許制度小委員会において、現在の制度下における特許の質の低下へ

の懸念が指摘されたように、アンケート結果でも、無効理由を有し得る特許権

が増え、事業を行うにあたって不安感が大きいとの回答が４０％（１９６件）

に及んだ（図４参照）。 
 

【図４】特許無効審判、情報提供制度における問題 
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ａ 情報提供制度と特許無効審判制度は、両方とも特許付
与後の公衆チェックとしては利用しにくい

204 42%

ｂ 品質が低い特許権への対策として、無効資料調査、回
避技術の開発などを行う業務負担が大きい

232 48%

ｃ 品質が低い（無効理由のある）特許権が増え、そのよう
な特許権に基づく警告状を受け取る機会が増えたり等、
事業を行うにあたって不安感が大きい

196 40%

ｄ 特に困っていない 139 29%
ｘ その他 31 6%

無回答 8 2
485 100%回答者の数　（複数回答可のため、総計は100%を超える）

 
%

権利行使される側として 
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 また、同アンケートにおいて、最近１０年間の変化について尋ねたところ、

瑕疵ある特許が増えたと思うとの回答が相当数あった。 
 
（記述式回答例） 
○瑕疵ある特許の増加について指摘する意見 
・ 瑕疵ある権利が増えたと思われる。（同旨複数） 
・ 品質の低い特許がそのまま放置され続けている。 
・ 不安定な権利が増えた。このような権利で権利行使されたことも有り、無

用な労力を費やし、大変迷惑した。 
・ 潜在的な無効理由を含む特許権が多くなっていることから、特許権を軽視

する向きもあり、特許の権威が低下しているように感じる。 
・ 無効理由のある特許権が増えたと思われる。自社が製造・販売する知財リ

スクが高くなっているように思われる。 
・ 無効事由があると思われる特許権が多くなったので、無効化のための調査

や有効性判断に関する業務が増えていると感じる。 
・ 特許性のあやしい特許権が増加し、権利行使・係争時の負荷が増加してい

ると思う。 
 
○異議申立制度の廃止や審査の迅速化と関連づけて、瑕疵ある特許の増加を指

摘する意見 
・ 異議申立制度の廃止により、品質が低い特許権が増え、対応への負担が増

加した。 
・ 異議申立による当事者のチェックが入る機会が失われたため、当たり前の

技術が権利化されてしまうことが増えていると感じる。 
・ 利用し易い付与後異議申立てが廃止されたことにより、低品質の特許、ま

た、事業の障害となる特許が増加した。 
・ 異議制度の廃止により、付与前情報提供制度を利用しても、近年の審査の

スピードアップによりタイミングが間に合わないことが多くなっているた

め、品質が低い特許権が乱立している状態である。 
・ 匿名の異議申立制度が廃止されたことに伴い、本来付与されるべきでなか

った品質の低い特許権が取消されずに相当数存在するようになり、これが

事業展開の制約要因となり、スピーディーな事業展開の妨げとなっている。 
・ 異議申立に比べて無効審判は件数が少ないので、審査結果（甘い特許査定）

に対する審査官へのフィードバックの機会が減ったのではないかと思う。 
・ 明らかに公知と考えられるものが、早期審査により、早々としかも公開な

く、特許査定となっている。 
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このように、瑕疵ある特許の増加とその影響を懸念する意見が相当数あり、

その中には、瑕疵ある特許の増加を、異議申立制度の廃止、審査の迅速化、早

期審査又は出願公開前に特許されることと関連づけて指摘する意見もみられる。 
 
 従前の特許付与後の異議申立制度において、審理の結果をみると、２００３

年に結論が出されたもの３，０５５件のうち、特許が維持されたものは６７１

件（２２％）、訂正が認められた上で特許が維持されたものは１，１８６件（３

９％）、特許が取り消されたものは１，１３６件（３７％）であった（図５参照）。 
 

【図５】特許付与後の異議申立制度における審理の結果（２００３年） 

６７１件
（２２％）

１，１８６件
（３９％）

１，１３６件
（３７％）

却下、取下げ
６２件（２％）

特許維持（訂正なし）

特許維持（訂正あり）

特許取消
（全部又は一部）

 
（資料）特許庁作成 

 
 上記の、特許が取り消されたもの、又は特許は維持されたものの訂正がなさ

れたものについては、登録時の特許には何らかの瑕疵があったものと考えられ

る。しかし、２００３年の法改正後は、仮に、特許に瑕疵があったとしても、

その多くは、特許無効審判を請求されることなく存在し続け、このことが、上

記アンケートの回答にあるような、瑕疵ある特許に対する懸念につながってい

ると考えられる。 
 このような瑕疵ある特許について早期に是正する、何らかの対応策が必要で

はないか。 
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４．検討の方向性 

 
前回の特許制度小委員会では、特許付与前の情報提供制度の機会が喪失して

きているということが問題であるならば、審査請求と同時に早期に公開すると

いう対応案（Ａ－１案）に賛成の意見があった。一方、現在の制度下における

特許の質の低下への懸念に対する対応策として、付与後レビューの制度を設け

る対応案（Ｃ－２、Ｃ－３案）に賛成の意見が出された。 
問題の所在を、特許付与前の情報提供制度の機会の喪失とするか、それとも

特許の質の低下への懸念とするかにより、対応案は大きく異なる。これらの案

について更に詳細な検討を行う。 
また、Ａ－１案は特許付与前の対応案であり、Ｃ－２又はＣ－３案は特許付

与後の対応案であるので、どちらかの対応案を選択するのみならず、両者の対

応案を採用することも考えられる。 
 
（１）審査請求と同時に出願を早期に公開する案（Ａ－１案）について 

 出願公開前に審査請求がなされた場合には、直ちに出願公開を行うことによ

り、審査に係る案件は、全て出願公開されることを保証し、第三者による情報

提供の機会を確保する、という案である。これにより、情報提供の機会がない

という問題を解決することができると考えられる。 

 例えば、「ポストＦＡ１１」のもと、出願と同日又は１か月未満に審査請求が

なされた場合、出願から６か月目に出願公開され2、出願から１２か月目に一次

審査がなされる（ファーストアクション）とするならば、出願公開から一次審

査までの６か月間、第三者による情報提供の機会があり得ることとなる。 

 

 出願公開制度は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表さ

れず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いてい

るという弊害を除去するために、昭和４５年の法改正により採用された。また、

出願公開制度の導入とともに特許付与前の情報提供制度も導入された。提供さ

れた情報は審査で有効に活用されている。 

 しかし、上記アンケートによると、特許付与前はクレームが確定していない

ため、調査すべき範囲が広く、制度ユーザーにとって負担となっていることが

                                                  
2 特許出願人が出願公開の請求（早期公開請求；特許法第６４条の２）をした場合、一般に、

出願公開の請求を行った時期が、（１）出願と同時であれば約５か月程度、（２）出願の

方式審査が完了し、特許分類に付与がなされている段階であれば、約２か月ないし３か月

程度で公開特許公報が発行されるが、分類付与作業によって多少前後する場合がある。ま

た、書面（紙）による手続の場合には、電子化にかかる期間が付加される。（特許庁ホー

ムページより） 
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分かった（図６参照）。 

 

【図６】特許付与前の情報提供の準備に時間がかかる又は負担となる理由 

 

62%

15%

36%

8%

37%

13%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｘ

無回答

 

 

 

 

 

ａ 特許付与前は、クレームが確定していないため、調査す
べき技術的特徴が多い又は広い

281 62%

ｂ 情報提供先となる出願の件数が多いため、情報提供件
数が多い

67 15%

ｃ 関連する分野における先行技術文献数が多い 161 36%
ｄ 社内決裁等の社内手続に時間がかかる 35 8%
ｅ 書類作成に時間がかかる 165 37%
ｘ その他 60 13%

無回答 34 8%
451 100%回答者の数　（複数回答可のため、総計は100%を超える）

 

（記述式回答例） 

・ 出願段階でチェックして情報提供するとなると、チェック対象が増え、負

担が大きくなり、チェック漏れが多くなった。 

・ 公開段階では、問題となる特許の件数が多く、付与前の情報提供の負担も

大きい。 

 

 また、上記アンケートでは、審査が早くなり、情報提供が間に合わなくなっ

てきていることも指摘されている。 

 

（記述式回答例） 

・ 審査が早くなり、情報提供がギリギリとなる場合が多い。 

・ 審査が早くなってきて、情報提供が間に合わないケースが発生している。 

・ 審査が迅速になったことと関連して、情報提供を行うタイミングを確保す

ることが難しくなったように感じる。特に、ファーストアクションまでは

出願人側の権利化の意図が不明であり、情報提供を躊躇する一方、ファー

ストアクション対応後は特許査定までの期間が短いため情報提供が難しく

なっている。 

・ 審査請求から審査までの時間が読めないまま情報提供の機会を逃している

場合が多くなったと思う。 
 

 特に、早期審査の場合、早期審査の申出から審査官による審査結果の最初の

通知が発送されるまでの期間は、１．８月（２０１１年）と短く、さらにスー

パー早期審査3では、申請から一次審査までを１か月以内（ＤＯ出願（国内段階

                                                  
3 通常の早期審査の対象となる出願のうち、実施関連出願かつ外国関連出願に該当する、

より重要性の高い出願を対象として、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行う制度。

２００８年１０月から試行開始。２０１１年のスーパー早期審査の申請件数は３６１件。 
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に移行した国際特許出願）については、原則２か月以内）で行い、また、再着

審査についても、意見書・補正書の提出から１か月以内に行うこととしており、

さらに、出願人に対し、手続をオンライン手続とすること及び拒絶理由通知書

に対して、その発送日から３０日（在外者は２か月）以内に意見書、手続補正

書を提出することを求めることで、通常の早期審査制度に比べて、早期審査の

申出から審査の最終結果が出るまでの期間が短縮される。このような状況にお

いて、情報提供の機会があったとしても、情報提供者が適時に情報提供するた

めの監視負担は大きいと考えられる。 

 また、出願公開するための手続は日数を要する4ので、早期に出願を公開した

としても、審査が速やかになされる場合には、十分な情報提供の機会が保証さ

れるわけではない。 

 したがって、「ポストＦＡ１１」のもと、出願公開を早期に行うことで、情報

提供の機会を確保したとしても、必ずしもユーザーがその機会を十分に享受で

きるものではない可能性がある。 

 

 また、早期に出願公開されると、優先権を主張して、改良発明を内容とする

出願をすることで、技術開発の成果について漏れのない形で特許権を取得し、

他者による模倣に対抗する、といった戦略的な行動をとり難くなり、出願人の

利益を減じることとなる。さらに、第三者に知られることなく開発できるリー

ドタイムが短くなるので、出願人が早期に特許権を取得したいが早期の公開は

望まない場合には、先行開発の利益が減じることとなる。こうした状況は、「ポ

ストＦＡ１１」のもとでは、早期審査の手続を経ることなく、出願から早い段

階で審査請求をした場合にも生じ得ることとなる。 

 

 特許出願から１８月経過後に出願公開する制度は諸外国でも採用されている。

また、出願人が希望する場合には、出願から１８月を経過する前であっても、

その申請により、出願公開を行うことができる制度も採用されている5。また、

早期審査を請求する際、特許出願が公開されていない場合に、早期の出願公開

の請求も出願人に求めることは、台湾等の例があるが6、早期審査の場合にかか

わらず、出願人の請求なく早期に出願公開する例は見あたらない。 

 

                                                  
4 前出２参照 
5 日本特許法第６４条の２、欧州特許条約第９３条（１）（ｂ）等 
6 発明専利加速審査作業方案（２０１１年７月１日改正施行）一、１、（６） 
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（２）付与後レビュー制度を設ける案（Ｃ－２案）について 

 特許の質の維持・向上を図り、強く安定した権利のために、付与後レビュー

制度（従前の付与後異議申立制度に類似）を設ける案である。 

 付与後レビュー制度の詳細を検討するに当たり、前回の特許制度小委員会に

おける意見を踏まえ、以下について留意する必要がある。 

 
（留意点） 

ａ．付与後レビューと特許無効審判の制度の性格の違い 

ｂ．２００３年の法改正の趣旨 

ｃ．付与後レビュー制度における使い易さと濫用防止のバランス 

ｄ．付与後レビュー制度を利用するインセンティブ 

 

 特許無効審判は、主に、特許権をめぐる当事者間の争いにおいて、特許の有

効性の点で争う制度として位置づけられる。 

 一方、付与後レビューは、主に、特許審査の見直しをする制度として位置づ

けられるものとし、特許後の一定期間内に限り特許付与の見直しをすることで

早期に権利の安定化を図ることができる。付与後レビューの結果、特許が取り

消され、初めから存在しなかったものとみなされるとした場合、その効果につ

いて、特許無効審判と変わらないものとなるが、制度の趣旨は付与後レビュー

と特許無効審判とは異なるものとして位置づけられるべきものと考えられる。 

このような両制度の趣旨の違いを踏まえつつ、以下に、付与後レビュー制度

の詳細について検討する（参考資料１参照）。 

 

① 請求時期 

ⅰ）申立期間 

付与後レビューの申立は、審査の見直しという制度趣旨に照らし、特許掲載

公報の発行の日から一定期間内に限り可能とすることが妥当。 

申立可能な期間としては、従前の異議申立制度や諸外国の制度に鑑みると、

以下の（ａ）～（ｃ）のように、３月～９月程度が選択肢として挙げられる。 

 

（ａ）３月（従前の特許付与前の異議申立制度における申立期間） 

（ｂ）６月（従前の特許付与後の異議申立制度における申立期間） 

（ｃ）９月（欧州特許条約の付与後異議制度、米国の付与後レビュー制度、ド

イツの付与後異議制度改正案における申立期間） 

 

ⅱ）特許無効審判との重複の可否 
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付与後レビューの制度を設けた場合に、付与後レビューの可能な期間に特許

無効審判を重複して請求可能とするか否かについては、次の３つの選択肢が考

えられる。 

 

（ａ）付与後レビューの有無にかかわらず、特許後いつでも特許無効審判の請

求を可能とする。 

（ｂ）付与後レビューの可能な期間は、特許無効審判の請求を禁止する（ただ

し、権利帰属に関する事由は除く）。 

（ｂ－１）付与後レビューの申立期間中、又は、付与後レビューの特許庁に

おける審理中は、特許無効審判の請求を禁止する。 

（ｂ－２）付与後レビューの申立期間中は、特許無効審判の請求を禁止する。 

 

上記（ａ）は、従前の特許付与後の異議申立制度と特許無効審判の関係と同

様、両者の併存期間を認めるものであり、特許後はいつでも特許無効審判が請

求できる点で、制度としては単純かつ分かりやすい半面、特許権者の負担が増

加するおそれがある。 

一方、上記（ｂ－１）では、付与後レビューの事件と特許無効審判の事件が

特許庁に同時期に係属することがないので、特許権者の負担は軽減され、２０

０３年の法改正の際に指摘された、異議申立と特許無効審判が同時期に係属す

ることによる問題は生じないが、紛争に巻き込まれた当事者であっても特許無

効審判を利用できない時期が生じる。また、付与後レビューの審理期間によっ

ては、特許無効審判の請求が禁止される期間が長くなるおそれがある。 

その点、上記（ｂ－２）では、特許無効審判の請求の禁止は、付与後レビュ

ーの申立期間のみに限定されるが、付与後レビューの申立期間経過後に、付与

後レビューの事件と特許無効審判の事件が同時期に係属する可能性は避けられ

ない。 

 

 特許庁に付与後レビューの事件と特許無効審判の事件が同時期に係属した場

合の対応策としては、例えば、（ア）付与後レビューの事件の手続を中止し、当

事者対立構造の審理がなされる特許無効審判の事件を優先して審理する、（イ）

付与後レビューの事件における申立理由についても、職権探知として、特許無

効審判で審理することができることとする、（ウ）特許権者の申立てにより付与

後レビューを口頭審理によることとし、特許無効審判の審理と併合することが

できることとする、（エ）付与後レビューの申立てを特許無効審判の請求に変更

して、複数の特許無効審判の審理を併合する、などにより、特許権者の負担を

軽減しつつ、効率的な審理を可能とすることが考えられる。 
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② 申立理由 

申立の対象となる理由については、以下の２つの選択肢が考えられる。 

 

（ａ）公益的事由（新規性、進歩性、記載要件、補正要件等）のみ 

（ｂ）刊行物等の証拠に基づく新規性又は進歩性のみ（ただし、職権審理によ

り、公益的事由全般を審理対象とすることができることとする。） 

 

（ａ）は、従前の特許付与後の異議申立制度と同様であり、権利帰属に関す

る事由等は含まない。（ｂ）は、付与後レビューの審理の結果を早期に出すとい

う観点から、申立理由を更に限定するものである。この場合、審理の充実性の

点から、職権で、記載要件等の他の公益的事由も審理の対象とし得るようにす

ることが考えられる。 

 

③ 申立人適格 

ⅰ）付与後レビューの申立人適格 

付与後レビューにおいて、特許の見直しの契機を広く求めるためには、何人

も申立てができることとすることが妥当と考えられる。その際、申立人の氏名

や名称が特許権者に知られないように手続をすることができれば、より多くの

申立てがなされ、付与後レビューの制度の利用が促進される可能性がある。し

かし、申立てに対応する特許権者の負担とのバランスを考慮すると、申立人の

氏名や名称は、特許無効審判と同様に、申立書に記載の上、特許権者に対して

も明らかにされるべきではないか。 

 

ⅱ）特許無効審判の申立人適格 

一方、付与後レビューの制度を設ける場合、これに伴い、特許無効審判が当

事者間の争いの解決を主たる目的とすることをより明確化するため、無効審判

の請求人適格を「何人も」から、例えば利害関係者に限定することが考えられ

る。しかしながら、特許無効審判には、新規性、進歩性等の公益的事由による

対世的な無効化という機能も含まれており、何人も請求できることを維持する

ことも考えられる。 

 

④ 申立単位 

従前の特許付与後の異議申立制度と同様、請求項ごとにレビューの申立を行

うことができることとするのが適切ではないか。 
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⑤ 複数の申立てがなされた場合の手続 

複数の申立てがあった場合、一つにまとめて審理を行うことができるとする

ことが、審理の効率性や当事者の負担から見て適切ではないか。 

その際、特許権者が希望すれば、申立てがされた後、申立期間の経過を待つ

ことなく、速やかに審理を開始することで、審理の結果を早期に得られるよう

にすることも考えられるのではないか。 

 

⑥ 訂正 

特許権者の防御手段として、付与後レビューの手続において、特許の訂正が

できることとし、付与後レビューの事件が特許庁に係属した時から確定するま

での間は、別途の訂正審判の請求を禁止することが、適当ではないか。 

 

⑦ 申立人の手続への関与 

 付与後レビューの手続に申立人がどの程度関与し得ることとするかは、手続

の簡素化のため最小限とすべきとの意見と、審理の充実のため積極的な関与を

求める意見とが存在する。特許審査の見直しという制度趣旨、審理の長期化の

防止、特許権者の対応負担、特許無効審判との差別化等の点を考慮すると、審

理を円滑に進めるために必要な程度の関与を認めることが妥当ではないか。 

例えば、申立人が希望する場合であって、特許権者により特許の訂正がなさ

れた場合等に、申立人は意見を提出することができることとしてはどうか。 

また、もし、申立人が意見の提出を希望しない場合は、申立書にその旨を記

載する等により、関与を強制されないようにすることも考えられる。 

 

⑧ 参加 

 特許権者を補助するために専用実施権者等が付与後レビューの審理に参加で

きることとしてはどうか。また、申立人側に、被疑侵害者が参加できることと

してはどうか。 

なお、諸外国において、例えば、欧州特許条約やドイツ特許法には、異議申

立期間の経過後、侵害訴訟の被告である被疑侵害者は異議申立手続に参加でき

る旨が規定されている7。 

 

⑨ 審理構造 

付与後レビューは、権利付与後の見直し手続きであることを考慮し、審判官

の合議体が審理を行うものとしつつ、当事者の負担軽減と迅速な審理、特許無

効審判との差別化等の観点から、原則、書面審理で行うこととするのが適切で

                                                  
7 欧州特許条約第１０５条、ドイツ特許法第５９条（２） 
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はないか。 

 

⑩ 職権審理 

特許審査の見直しという側面の強い付与後レビューの審理においては、申立

人が申し立てない理由についても、職権で審理を行うことができるようにする

ことが適切ではないか。 

また、請求項ごとに申立を可能とした場合、当事者の申し立てていない請求

項についても、職権で審理可能とすることも考えられるのではないか。 

 

⑪ 不服申立て 

従前の特許付与後の異議申立制度と同様、付与後レビューの審理の結果、特

許の取消を受けた権利者は、不服がある場合は東京高裁（知財高裁）に出訴で

きることとするのが適切ではないか。 

 

⑫ 一事不再理 

付与後レビューにおける、申立人の関与を一定程度に制限するのであれば、

特許無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁との関係において、一事不再理は

適用しないこととするのが、妥当ではないか。 

また、２０１１年特許法改正の趣旨を踏まえつつ、一回的紛争解決や権利者

の負担軽減の観点から、特許無効審判において当事者に適用される一事不再理

の範囲をより広くしてはどうか。 

 

⑬ 料金 

付与後レビューの申立料及び特許無効審判の請求料について、制度濫用を防

止しつつ、権利化後の早い時期における権利の見直しと紛争の早期解決を促す

観点から、特許無効審判よりも付与後レビュー制度の方が利用しやすい料金と

なるよう、設定すべきではないか。 

 

（３）審査請求と同時に出願を早期に公開するとともに、付与後レビュー制度

を設ける（Ａ案＋Ｃ案）について 

 

 Ａ案およびＣ案のそれぞれについては、上記（１）又は（２）で検討したと

おりであり、両者は択一的な関係にないから、両者を同時に導入することは可

能である。ただし、審査請求と同時に出願を早期に公開する案と付与後レビュ

ー制度を設ける案の両方を採用することによる相乗効果は特に見あたらない。

むしろ、両者を同時に採用する場合には、特許権者にとって一方的に不利とな
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らないよう十分な配慮が必要であると考えられる。 

 

（４）出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたものを

対象に、付与後レビュー制度を設ける案（Ｃ－３案）について 

 

 付与後のレビュー制度という観点では、上記（２）で検討したことと同様で

あるが、付与後レビューの対象が、公開前に特許査定された場合に限定されて

いる点で異なる。付与後レビュー制度導入の趣旨が、情報提供の機会の喪失だ

けでなく、審査の見直しの機会を設けて、特許の質の維持・向上を図ることで

あるならば、情報提供の機会の有無のみで対象を限定する必要は乏しいと考え

られる。 
 
５．関連する論点 

 
○特許庁が自発的に特許付与の見直しを開始することについて 

 
特許を強く安定した権利とするために、第三者による申立や情報提供を契機

とするのみならず、特許庁自らが把握した情報に基づき、特許付与の見直しを

開始する手続がとれるようにすることも考えられるのではないか。 

 


